
三井住友トラスト・グループ健康保険組合

健診受診は健康管理の基本となるもので、年に1回受ける必要があります。
まだ受診されていない方は、お早めに予約をお取りくださいますようお願いします。
※被扶養者の方にも定期的な受診を推奨しております。ご家族のみなさんの健康のため、ぜひおすすめください。
※健診機関では新型コロナウイルス感染症対策をとったうえで、健診を行っています。

今年度の健診を必ずお受けください

前年度より、特定健診・特定保健指導のコースを設けました。
ホームページ「保健事業」内の「> 特定健診・特定保健指導」をご確認ください。
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三井住友トラスト健保 検  索

ホームページ（パソコン・スマホ）でも閲覧できます

　育児休業を開始した日が属する月について、その月の末日が育児休業である場合、
あるいは、その月内に2週間以上の育児休業を取得した場合に保険料が免除されます。
賞与にかかる保険料については、１ヵ月以上の育休を取得した場合に限り、免除

されます。

　紹介状なしで大病院を受診した場合の「定額負担」について、初診（医科の場合）で
は7,000円以上、再診では3,000円以上に引き上げられました。また、定額負担を徴
収する大病院の対象が拡大されています。

　後期高齢者（75歳以上の高齢者）の一部について、医療機関の窓口における医療費
の負担割合が2割へと引き上げられました。

20歳～ 74歳

被保険者 被扶養者 任意継続被保険者・被扶養者

下記のいずれか１つを選んで受診

健保組合をめぐるおもなトピッ
クス（令和4年10月～）

予約期間 令和5年2月28日まで
受診期間 令和5年3月31日まで

人間ドックAコース

人間ドックCコース

一般健診A1コース

人間ドックAコース

人間ドックCコース

一般健診A1コース

人間ドックAコース

人間ドックCコース

予約はお早めに
！

あなたが受ける健診は
どれ？

育児休業中の
保険料免除要件の
見直し

大病院受診時の
定額負担が引き上げ

後期高齢者の
医療費負担の見直し


